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新型コロナ対策（資金繰り）

経営改善貸付（マル経融資）
（利下げ･実質無利子･既存借入れの借換え等、別枠の支援策が拡充）

制度名 融資限度額 使途（返済期間） 利率等

経営改善貸付 2,000万円 運転（7年以内） 1.21%
（マル経融資） 別枠1,000万円 設備（10年以内） 別枠：上記利率－0.9%(3年間)

マル経融資は、商工会議所の経営指導員による経営指導を受けた小規模事
業者に対して商工会議所会頭が推薦し、日本政策金融公庫が無担保・無保
証人で融資を行う制度です。

【推薦要件】
①原則として6ヶ月以上、商工会議所の経営指導を受けている方
②最近１年以上、新潟市秋葉区（新津地域）内で事業を営んでいる方
③常時使用する従業員が商業･飲食業･サービス業では5人以下（宿泊業及び

娯楽業は20人以下）、製造業･その他業種では20人以下の法人･個人事業主
④所得税、法人税等の納期到来分の税金を完納されている方
⑤日本政策金融公庫国民生活事業の融資対象業種を営んでいる方

【別枠の新型コロナウイルス感染症対策について】
・ご利用いただける方は、上記推薦要件に加えて、新型コロナウイルスの影

響により最近１か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5％以上
減少した小規模事業者の方となります。

・マル経利率－0.9％（現在0.31%）は、融資後3年目まで、据置期間の延
長（1年→3～4年）、既存借入れの借換えも受けられます。

・売上高が急減した小規模事業者に対しては、借入後3年間は実質無利子と
なる特別利子補給制度との併用ができます。

３名の経営指導員が地区別に相談に応じています。
（東・南部地区：近藤、西部地区：真野、北部地区：柳）
この他にも様々な融資制度がありますので、お気軽にご相談下さい。

資金繰り円滑化相談会（毎月定例開催）
中小企業者の事業の円滑な資金調達を支援するため、新津商工会議所を会場に

次の定例相談会を毎月開催しています。
□ 新潟県信用保証協会定例相談会

・感染症対策のため、当面の間、休止となります

□ 日本政策金融公庫定例相談会 （原則毎月第２火曜日１０：００～）
・ １月１１日（火） ・ ２月 ８日（火）

＜当所経営指導員（近藤・真野・柳）までご予約をお願いいたします。＞

年末調整個別相談会のご案内
【事前にご予約をお願い致します。】

□日 時：令和４年１月１１日(火)・１２日(水)
９：００～１２：００／１３：００～１６：００ ※予約は30分単位

□会 場：新津商工会議所３F

□対 象：新津地域で個人事業を営む方 ※税理士関与の方はご遠慮下さい。

□持ち物：①年末調整の書類一式（税務署より郵送済み）

②令和３年分所得税源泉徴収簿（ご記入の上、ご持参ください）

③生命保険料・地震保険料・社会保険（国民年金・介護保険・国民健康

保険等）の各控除証明書又は払込金額の確認できるもの

④給与支払者及び給与受給者の各マイナンバーの番号

⑤扶養親族や控除対象配偶者等の氏名、生年月日、マイナンバーの番号

※三密を回避するために、30分ごとの予約制にさせて頂きます。
ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

補助金情報 ＜小規模事業者持続化補助金のお知らせ＞
補 助 対 象 者：常時使用する従業員が２０人以下の小規模事業者

（商業、サービス業は５人以下）

本補助金は、下記の通り「低感染リスク型ビジネス枠」と「一般型」があります。

＜低感染リスク型ビジネス枠＞
対象となる事業：対人接触機会の減少を目的としたテイクアウト・デリバリーサービス

導入、ＥＣサイト構築など

受 付 締 切 日：第５回締切 ２０２２年１月１２日（水）

※申請は、電子申請のみの受付になり、ＧビズＩＤプライムアカウ

ント取得が必要となります。取得には時間を要しますので、申請さ

れる方はお早めに利用登録を行って下さい。

補 助 上 限 額：１００万円（補助率３／４）

検索公 募 要 領 等： 持続化補助金 低感染リスク型ビジネス枠

＜一 般 型＞
対象となる事業：策定した経営計画に基づいて実施する売上拡大、地道な販路開拓等の

取り組み費用を補助。

＜例＞新たな顧客層の取込みを狙いチラシ作成・配布、見本市への出展 等

受 付 締 切 日：第７次締切 ２０２２年 ２月４日（金）

（支援機関確認書の作成依頼は１月１４日（金）までにお願いします。）

補 助 上 限 額：５０万円（補助率２／３）

： 検索公 募 要 項 等 持続化補助金 一般型 日商

※本補助金は、給付金ではありません。経営計画書等の審査があり、不採択になる

場合があります。また、【一般型】は、商工会議所が作成する「事業支援計画書」の交

付が必要となります。

＜問い合わせ先：新津商工会議所経営指導員（近藤・真野・柳）まで＞
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Oh!弁当で地域のお店応援事業について
＜事業期間＞ 令和3年11月1日(月)～令和4年1月31日(月)

※令和4年1月21日(金)（クーポン申込期限）

※予算の上限に達し次第終了

＜事業内容＞

(1)利用対象：新潟市に在住、在勤、在学している人。

※反社会的団体の利用不可。

(2)利用条件：税抜き単価3,000円以上の弁当を5個以上購入すること。

※配達代、酒類の費用、オードブルなど複数人で食べるものは対象外。

(3)割 引 額：1個あたり税抜単価の1/2補助 (上限2,000円/個)。

(3)利用手続：①利用者が、登録店に弁当を予約（原則利用日の10日前まで）。

※登録店にクーポンを利用することを必ず伝える。

②利用者が、原則利用日の10日前までに市に本事業の利用を申込み。

③区役所担当課が、申込みを受け付けし審査。

④区役所担当課が、受付後1週間以内に利用者にクーポンを発送。

⑤利用日に登録店にクーポンを提出し、割引後の金額を支払う。

＜お問い合わせ＞

登録店の申込：秋葉区役所 産業振興課（TEL：0250-25-5689）

飲 食 店 利 用：市役所コールセンター（TEL：0250-25-5670）

URL：https://www.city.niigata.lg.jp/business/shoko/

jigyousha_covid19/obent.html

新型コロナ対策（ＷＥＢセミナー） 【現在､682セミナー！】

お勧めセミナーをピックアップ！（会員無料）
当所では、新型コロナウイルス対策事業のひとつとしてＷＥＢセミナーを提供し

ております。セミナーは当所HPのバナーから専用IDとパスワードにより視聴できま

す。専用IDとパスワードがご不明な方は当所までお問い合わせ下さい。

＜担当：柳、甲田＞

新型コロナウイルス感染症に係る
雇用調整助成金の特例措置延長について

＜雇用調整助成金＞

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行
い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額等を助成するものです。

＜特例措置の内容について＞ （令和4年3月31日まで延長。）

判定基礎期間の初日
令和4年

1月・2月 3月
中

原則的な措置
4/5（9/10） 4/5（9/10）

小 11,000円 9,000円
企

業況特例・地域特例
4/5（10/10）

業 15,000円

大 原則的な措置
2/3（3/4） 2/3（3/4）

企
11,000円 9,000円

業 業況特例・地域特例
4/5（10/10）

15,000円

※金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
※雇用保険被保険者以外の方に対する休業については、「緊急雇用安定助成金」

として支給

＜お問い合わせ＞

学校等休業助成金・支援金、雇用助成金コールセンター（0120-60-3999）
受付時間 ９：００～２１：００ 土日・祝含む

＜厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク＞

年末年始の当所休日について（12/29～1/3）
当所の年末年始の休日は、12月29日（水）～1月3日（月）までとなります。
休日期間中のFAX又はメールによるお問い合わせは、1月4日（火）以降に順次回
答させていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

今日からおトク、未来もナットク 小規模企業共済
小規模企業共済制度とは、個人事業主が廃業した場合や会社等の役員が役員を退

職した場合など、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りにな
れる共済制度です。

■小規模企業共済のお得ポイント！

・掛金は、全額「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から
控除できます。

・共済金の受取時は、退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱いとなるので
税制メリットになります。

■掛金は月額1,000円～70,000円までで加入後増額･減額ができます。

◎加入につきましては新津商工会議所まで。 ＜担当：宮村・柳＞


